
緒
　
論

第
一
節
　
ロ
ー
マ
ン
ブ
リ
テ
ン
時
代

　
第
…
瑠
ハ
　
ヶ
ヨ
ザ
ル
の
ブ
リ
テ
ン
蓮
征
の
結
m
氷

　
第
二
項
　
…
二
身
の
ブ
リ
テ
ン
征
服
及
び
占
領

　
第
三
源
ハ
　
ブ
リ
テ
ン
の
羅
照
…
化
と
鮮
…
馬
法
の
四
膨
響

第
二
節
　
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
時
代

　
第
…
頓
　
ア
ン
ダ
鷲
サ
ク
ソ
ン
族
の
基
督
教
改
宗
と
羅
焉
法

　
第
二
項
　
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ゾ
ン
暗
代
の
立
法
（
以
上
前
號
）

第
三
節
　
ノ
〃
マ
ン
朝
以
後
の
無
代

　
第
一
項
〔
　
ノ
ル
マ
ン
曲
朗
時
代
の
曲
央
法

　
第
こ
項
　
大
陸
に
於
け
る
羅
馬
法
復
活
と
英
國

　
（
一
）
　
寺
院
法

　
（
二
）
　
グ
ァ
カ
リ
ウ
ス

　
（
三
）
グ
ラ
ン
ヅ
ィ
ル
蒔
代

　
（
四
）
　
ナ
ー
レ
ロ
ン
法
血
バ

　
（
五
）
　
プ
ラ
ク
ト
ン

　
（
山
ハ
）
　
　
エ
ド
ン
ー
ド
【
帯
貼
時
代

　
（
七
）
　
羅
馬
法
元
受
の
性
質

　
第
三
項
　
其
の
後
の
英
國
に
於
け
る
羅
焉
法

　
結
　
　
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
上
本
編
）

　
　
　
　
英
國
と
羅
馬
法
（
下
）

（下〉

　
　
　
　
　
　
ρ

漱
鶯
戸

倉

廣

　
　
　
第
三
箭
　
ノ
ル
マ
ン
朝
以
後
の
時
代

　
ノ
ル
マ
ン
デ
i
侯
ウ
ィ
リ
ヤ
ム
（
葛
綱
鋤
臼
夢
①
∩
O
昌
ρ
ρ
卑
臼
．

δ
⑦
①
一
G
。
q
）
は
、
一
〇
六
六
年
ヘ
ー
ス
チ
ン
グ
ス
の
野
に
ハ
ロ
ル

ド
の
軍
を
粉
賛
し
て
羅
宇
の
王
位
に
登
り
，
英
國
と
大
陸
と
の
直

接
交
渉
の
路
を
旧
い
弛
。
之
よ
り
、
三
内
は
大
陸
か
ら
文
化
並
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

法
律
制
度
を
輪
…
入
す
る
こ
と
Σ
な
っ
た
。
封
建
制
度
の
輪
入
、
宗

教
裁
制
所
の
創
設
、
王
室
裁
愛
糞
の
設
立
，
さ
て
は
陪
審
制
度
の

探
用
等
総
べ
て
重
要
な
る
事
項
は
此
の
時
代
に
源
を
求
め
得
ら
れ

る
。
實
に
現
代
世
界
に
誇
る
可
き
英
法
は
、
第
十
一
世
紀
に
渡
來

し
た
る
ガ
リ
や
化
せ
る
ノ
ル
マ
ン
入
の
知
力
に
依
り
て
精
練
さ
れ

た
と
需
は
る
Σ
程
で
あ
っ
て
、
此
の
時
代
は
英
國
法
制
史
上
恐
ら

く
は
最
も
重
要
な
る
時
代
で
あ
ら
う
。
流
し
て
羅
馬
法
が
英
國
に

輪
入
さ
れ
た
る
歌
況
を
観
察
せ
ん
と
す
る
立
脚
黙
か
ら
言
ふ
な
ら

ば
疑
も
無
く
最
も
重
要
な
る
時
代
で
あ
る
。
何
故
な
れ
ば
、
大
陸

に
於
て
羅
馬
法
が
復
活
し
、
其
の
研
究
が
匿
盛
と
な
る
に
し
た
が

　
　
　
　
　
　
，
第
十
九
隔
警
　
第
一
藻
例
　
　
　
一
山
霜
雪

（　169　）



　
　
　
　
英
國
と
羅
馬
法
（
下
）

ひ
英
國
に
も
直
接
輪
入
さ
れ
る
や
う
に
な
つ
九
か
ら
で
あ
る
。
邸

ち
伊
太
利
の
ボ
ロ
ニ
ヤ
に
於
け
る
羅
馬
法
律
墨
は
第
十
二
世
紀
の

牛
頃
英
國
に
薦
垂
さ
れ
。
こ
x
に
英
法
の
歴
史
上
に
於
け
る
最
も

輝
か
し
き
時
期
を
劃
す
可
き
第
十
二
・
三
世
紀
を
出
現
す
る
に
至

　
　
　
　
　
③

つ
た
の
で
あ
る
。

註
　
①
Q
D
冨
§
§
”
で
・
こ
、
蟄
・

　
②
切
蔓
β
＜
〇
一
・
同
・
ワ
ぱ
q
。
・

　
②
o
り
ぎ
岳
嵩
p
♂
ワ
む
。
踏
・

　
　
　
　
第
一
項
　
ノ
ル
マ
ン
朝
時
代
の
英
法

　
ノ
ル
マ
ン
の
英
國
壮
齢
は
、
英
國
の
一
般
史
上
に
於
け
る
と
国

富
、
英
國
の
法
制
史
上
に
於
け
る
貢
要
な
出
塵
事
で
あ
る
。
然
し

こ
の
こ
と
は
、
ノ
ル
マ
ン
法
が
英
法
よ
り
も
優
越
し
て
み
た
こ

と
、
叉
は
之
が
爲
に
英
法
が
出
掛
さ
れ
た
と
云
ふ
こ
と
、
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
い
。
叉
ノ
ル
マ
ン
入
が
何
等
か
の
系
統
的
法
律

を
將
早
し
た
と
言
ふ
の
で
も
な
い
。
　
一
艦
彼
等
は
、
成
文
の
法
律

制
度
の
鮎
よ
り
観
察
す
る
な
ら
ば
蓬
か
に
在
來
の
英
鎌
入
に
劣
つ

　
　
①

て
る
た
。
假
令
彼
等
が
個
有
の
成
文
法
を
有
し
て
居
っ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
窪
く
僅
少
で
あ
っ
允
に
湘
…
違
な
い
。
さ
れ
献
こ
そ
ウ

　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巷
　
第
｝
競
　
　
一
七
〇

イ
リ
ヤ
ム
は
「
険
は
此
慮
に
エ
ド
ワ
ー
ド
王
の
法
律
に
附
加
し
て
、

莫
圃
入
の
生
活
に
適
す
る
験
の
制
度
法
を
施
行
せ
ん
と
す
」
と
雪

ひ
、
叉
ウ
ィ
リ
ヤ
ム
二
世
の
失
政
の
後
を
受
け
て
品
位
せ
る
弟
王

ヘ
ン
リ
ー
一
種
六
一
一
〇
〇
一
一
＝
二
五
）
は
、
「
験
は
エ
ド
ワ
ー
ド

・
王
の
法
律
と
共
に
、
父
モ
の
改
正
せ
る
法
律
を
再
び
施
行
せ
ん
と

す
」
と
言
っ
て
、
ノ
ル
マ
ン
の
諸
王
は
歴
代
エ
ド
ワ
ー
ド
時
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

法
律
を
守
る
可
き
こ
と
を
誓
っ
た
。
、

　
然
し
此
慮
に
忘
る
可
ら
ざ
る
重
要
な
歴
史
的
事
蟹
は
、
伊
太
利

入
ラ
ン
フ
ラ
ン
ク
（
ピ
簿
⇔
h
属
P
昌
O
●
　
一
〇
〇
q
一
一
〇
G
O
㊤
）
の
こ
と
で
あ
る
。

ラ
ン
フ
ラ
ン
ク
は
ヴ
ィ
リ
ヤ
ム
一
世
の
偉
大
な
る
宰
相
で
あ
り
且

つ
股
肱
の
臣
で
あ
っ
た
。
彼
は
ウ
ィ
リ
ャ
ム
に
依
っ
て
カ
ン
タ
ベ

リ
ー
の
ア
ー
キ
ビ
シ
多
プ
に
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
が

高
曾
で
あ
り
大
込
墨
者
で
あ
っ
た
と
尉
時
に
、
當
時
世
界
に
其
の

名
を
馳
せ
し
最
も
卓
越
せ
る
法
律
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
特
筆
に
値

す
る
。
ラ
ン
フ
ラ
ン
ク
は
愈
々
伊
太
利
の
パ
ヴ
ィ
ヤ
に
て
羅
馬
法

の
教
育
を
受
け
之
を
研
究
し
た
。
彼
は
其
の
後
ノ
ル
マ
ン
ヂ
ー
に

赴
き
》
葺
讐
。
冨
。
。
及
ひ
切
o
o
に
於
て
敬
鞭
を
執
っ
た
。
千
丁
ノ
ル

マ
ン
ヂ
…
は
、
何
等
の
立
法
も
な
く
し
て
只
古
き
サ
リ
カ
法
（
｝
①
擁
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ω
・
・
浮
蝉
）
或
は
メ
p
ヴ
ィ
ン
が
王
家
、
面
一
リ
ン
が
王
家
等
の
勅
令
に

五
っ
て
る
た
に
過
ぎ
な
い
。
斯
る
歌
況
の
ノ
ル
マ
ン
ヂ
ー
に
於
て

羅
馬
法
及
び
寺
院
法
に
精
通
せ
る
ラ
ン
フ
ラ
ン
ク
が
法
律
累
を
講

義
し
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
ノ
ル
マ
ン
入
の
間
に
は
、
英
國
征
服
前

払
に
羅
馬
法
律
思
想
の
幾
分
か
穿
理
解
さ
れ
て
み
た
こ
と
は
事
賢

　
　
③

で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
民
族
が
英
國
を
征
服
し
、
且
つ
ラ
ン
フ
ラ

ン
ク
が
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
の
大
櫓
正
と
な
り
た
る
以
上
、
當
時
英
國

に
羅
馬
法
若
し
く
は
其
の
法
律
思
想
が
新
た
に
輪
入
さ
れ
た
こ
と

は
當
然
で
あ
る
。
今
此
塵
に
、
當
時
の
著
名
な
る
法
律
集
録
に
就

い
て
其
の
跡
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

　
ノ
ル
マ
ン
朝
歴
代
の
諸
王
は
何
れ
も
大
立
法
者
で
は
無
か
っ

た
。
ウ
ィ
リ
ヤ
ム
一
泄
の
眞
の
立
法
若
し
く
は
制
定
と
目
す
可
き

も
の
は
僅
少
で
あ
る
。
其
の
中
で
注
意
に
値
す
る
も
の
は
た
“
教

會
の
裁
判
椹
と
俗
界
の
司
法
継
と
を
隔
別
し
た
事
、
及
び
人
民
は

総
べ
て
王
に
届
す
る
も
の
と
明
言
し
悪
事
、
そ
の
位
の
も
の
で
あ

り
、
三
王
ウ
ィ
リ
ヤ
ム
二
世
か
ら
は
堰
く
何
等
の
立
法
教
望
ま
れ

な
い
。
ヘ
ン
リ
ー
一
世
は
入
民
の
支
持
を
得
る
爲
．
に
特
許
歌
を
嵐

し
、
次
王
ス
テ
フ
ァ
ン
も
亦
特
許
歌
を
出
し
た
が
．
之
等
に
就
い

　
　
　
　
英
國
と
羅
馬
法
（
下
）

て
は
今
銀
玉
に
述
べ
る
必
要
も
な
い
。
要
す
る
に
ウ
ィ
リ
ヤ
、
．
ム
一

世
も
ヘ
ン
リ
ー
一
泄
も
共
に
立
法
者
と
目
さ
ん
よ
り
は
滅
罪
者
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

し
て
偉
大
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
、
斯
く
て
ノ
ル
マ
ン
甥
諸
王
の
立

法
に
基
く
法
律
は
殆
ど
無
い
。
さ
れ
ば
ノ
ル
マ
ン
朝
時
代
に
於
け

る
法
律
心
室
の
功
績
と
図
す
べ
き
も
の
は
、
「
エ
ド
ワ
ー
ド
の
法
」

（
日
冨
H
」
舅
○
隔
ω
ρ
図
創
≦
錠
e
と
し
て
｝
般
に
呼
ば
る
・
エ
ド
ワ

ー
1
3
時
代
の
法
律
を
復
活
せ
し
め
ん
と
し
た
民
間
の
種
々
な
企
圖

　
　
⑤

で
あ
る
り
當
時
の
法
律
集
録
と
し
て
知
ら
る
Σ
も
の
に
「
エ
ド
ワ
ー

ド
幟
通
者
の
法
」
（
囲
①
σ
q
①
。
。
田
壽
罠
0
9
臨
①
ω
ω
o
法
）
「
ウ
ィ
リ
ヤ
ム

一
世
の
法
」
（
目
Φ
σ
q
窃
棄
量
疑
霊
身
）
「
ヘ
ン
リ
…
一
世
の
法
」

（
い
Φ
σ
。
．
①
ω
出
Φ
巨
。
向
田
巳
）
等
“
か
あ
る
が
、
之
等
は
何
れ
も
民
間
に

て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
此
の
中
、
「
ヘ
ン
リ
ー
一
世
の
法
」

と
稔
す
る
ξ
の
は
、
ヘ
ン
リ
ー
一
轍
の
治
世
中
（
＝
一
八
年
頃
）

に
作
ら
れ
た
も
の
で
、
絹
當
の
大
部
な
も
の
で
は
あ
る
が
胤
難
に

し
て
而
か
も
杜
撰
な
も
の
で
あ
る
。
編
者
は
自
学
に
外
國
の
法

律
、
殊
に
サ
リ
カ
法
面
は
フ
ラ
ン
ク
諸
帝
の
法
令
、
叉
は
寺
院
法

を
借
用
し
、
直
る
部
分
は
實
に
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
帝
の
法
典
（
O
o
鳥
負

日
竃
9
0
。
・
噛
9
・
壼
。
・
）
に
其
の
源
を
求
め
て
み
る
。
然
し
大
部
分
は
ア

　
　
　
　
　
　
第
十
九
巻
　
第
一
號
　
　
一
七
一
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英
國
と
羅
馬
法
（
下
）

ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
判
決
例
を
羅
句
課
し
た
も
の
か
ら
出
來
ズ
み

る
。
作
者
慧
此
の
法
律
を
以
て
當
時
の
理
想
法
で
あ
り
、
叉
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

可
き
だ
と
主
張
し
て
み
る
。
次
に
「
エ
ド
ワ
ー
ド
繊
悔
者
の
法
」
は
、

恐
ら
く
ヘ
ン
リ
ー
一
世
の
晩
年
（
二
三
五
年
）
に
編
纂
さ
れ
た
も

の
で
、
編
者
は
フ
ラ
ン
ク
出
身
の
僻
侶
に
し
て
、
遡
航
の
三
盆
を

計
る
た
め
に
作
っ
た
も
の
と
思
考
さ
れ
る
鮎
が
あ
る
。
而
し
て
其

の
ソ
記
載
す
る
所
　
は
、
　
エ
ド
ガ
ル
王
（
国
α
α
q
P
門
・
⑩
U
ψ
一
り
刈
α
）
よ
り
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ド
ワ
ー
ド
章
疏
者
に
至
る
迄
の
英
國
の
判
決
例
で
あ
る
。
此
の
編

纂
物
に
依
っ
て
、
エ
ド
ワ
…
ト
は
大
立
法
者
と
し
て
後
世
に
喧
傳

さ
る
、
こ
と
」
な
っ
た
。
然
し
事
實
に
於
い
て
エ
ド
ワ
ー
ド
王
の

立
法
者
に
非
ざ
る
こ
と
は
前
節
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
最
後
に

「
ウ
ィ
リ
ヤ
ム
一
世
の
法
」
も
書
志
ド
ワ
…
ド
時
代
の
法
律
、
及
び

ウ
ィ
リ
ヤ
ム
が
英
國
に
施
行
し
た
る
法
令
か
ら
成
っ
て
み
る
。
此

の
も
の
は
大
鷲
に
於
い
て
三
部
か
ら
戎
り
，
第
一
部
は
古
き
英
國

の
法
律
で
あ
り
、
第
三
部
は
デ
ー
ン
入
の
法
律
、
殊
に
カ
ヌ
ー
ト

王
の
立
法
に
な
る
法
律
の
或
る
部
分
を
譲
課
し
だ
も
の
で
あ
る
。

而
し
て
第
二
部
は
羅
馬
法
の
影
響
を
明
示
し
て
み
て
、
或
る
箇
庚

は
實
に
ユ
ス
チ
ニ
ヤ
ヌ
ス
大
帝
の
デ
ィ
グ
ス
タ
を
其
の
儘
採
用
し

　
　
　
　
　
　
第
十
九
巻
　
錺
一
転
　
　
一
七
二

　
　
③

て
る
る
。
倫
此
の
外
に
、
ノ
ル
マ
ン
朝
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
法
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
・

集
録
に
ρ
爵
翻
り
畏
ぎ
。
。
…
O
o
⇔
8
】
霧
δ
O
昌
三
｛
…
ぼ
。
。
讐
二
ぶ
Ω
琵
鉱

等
あ
る
が
，
別
段
取
立
て
・
飛
べ
る
程
の
も
の
で
も
無
い
。
以
上

蓮
べ
來
つ
た
所
に
依
っ
て
推
測
せ
ら
る
・
加
く
、
走
時
の
法
律
は

殆
ど
前
時
代
の
洪
律
を
其
の
儘
糠
卜
し
た
の
で
あ
る
。
而
も
爾
注

意
す
可
き
は
羅
馬
法
の
影
響
を
幾
分
附
加
し
た
と
云
ふ
こ
と
で
あ

る
。
此
の
事
忌
は
芝
羨
馨
O
h
レ
義
士
器
ω
σ
毎
月
（
α
凶
O
創
　
一
一
A
ゆ
）
の
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

実
的
著
作
に
依
っ
て
も
明
ら
か
に
確
讃
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
ノ
ル
マ
ン
朝
時
代
は
以
上
述
べ
た
如
く
で
あ
る
が
、
第
十
二
世

紀
の
中
頃
以
前
既
に
、
羅
馬
法
服
受
に
大
な
る
助
け
と
な
る
可
き

三
箇
の
進
歩
が
英
法
に
欝
さ
れ
た
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
も
の
で

あ
る
。
帥
ち
，
第
一
に
中
央
裁
判
所
が
設
立
さ
れ
て
，
サ
ク
ソ
ン

の
地
方
的
裁
綱
所
が
不
振
と
な
っ
た
。
第
二
に
予
冷
．
裁
判
所
が
普

通
法
裁
判
所
か
ら
分
離
さ
れ
て
。
羅
馬
法
及
び
寺
院
法
の
適
用
に

好
都
合
と
な
っ
た
。
部
ち
羅
馬
法
と
寺
院
法
と
は
英
國
の
慣
習
法

に
何
等
束
縛
さ
る
・
こ
と
無
く
、
教
會
裁
判
所
に
於
て
自
由
に
登

蓬
を
遽
ぐ
る
の
路
を
得
た
。
第
三
に
裁
判
礎
が
教
育
あ
る
者
の
手

に
與
へ
ら
れ
た
。
彼
等
は
多
く
大
學
出
身
の
羅
幻
風
に
慣
れ
た
者

（　17・2　）



で
，
｝
般
に
牧
師
の
教
育
を
受
け
た
者
で
あ
っ
た
。
斯
く
の
如
き

方
法
に
依
り
、
古
き
サ
ク
ソ
ン
本
來
の
法
律
は
旧
い
て
撮
蕩
さ
れ

⑪
た
。
而
し
て
リ
チ
ャ
～
ド
王
（
獅
心
）
時
代
に
な
る
と
、
裁
判
所
は

主
と
し
て
牧
師
の
構
成
す
る
所
と
な
り
、
大
耐
量
が
杢
席
判
事
と

な
っ
て
之
を
指
揮
監
督
し
た
。
其
の
後
ヘ
ン
リ
ー
三
世
（
一
こ
～

六
一
＝
一
七
　
｝
）
時
代
迄
も
著
名
な
個
事
達
は
何
れ
も
牧
師
で
あ

　
⑫

つ
た
。
蜥
か
る
欺
況
の
下
に
、
羅
馬
言
及
び
寺
院
法
が
大
い
に
入

っ
て
來
る
の
で
あ
る
が
、
之
は
大
陸
に
於
け
ゑ
維
馬
法
の
復
活
に

負
ふ
所
甚
大
な
る
が
故
に
，
項
を
改
め
て
此
の
方
面
か
ら
槻
察
す

る
こ
と
Σ
す
る
。

註
　
①
累
ρ
三
碧
F
O
。
器
窪
離
酔
δ
塁
＝
出
湾
。
蔓
ら
ワ
。
ゐ
ー
タ

　
②
男
。
矧
一
〇
簿
停
嵩
鉱
二
醤
斜
く
。
一
．
H
℃
℃
。
O
刈
一
μ
Q
措

　
　
蜜
巴
什
一
§
ρ
O
O
一
一
⑦
2
⇔
O
男
p
幽
）
2
ω
●
聞
℃
●
翫
同
一
こ
。
ゆ
．

　
　
認
a
簿
欝
（
ご
O
o
髭
瓢
．
＝
㎞
湾
「
國
）
伊
刈
一
o
D
“

　
　
ノ
ル
マ
ン
朝
畦
代
に
エ
ド
ワ
ー
ド
の
法
律
存
害
つ
六
他
の
…
つ
の
原

　
　
因
ぱ
、
ウ
ィ
η
ヤ
ム
の
皇
位
荒
玉
の
轍
尊
者
た
る
ハ
・
ル
ド
艮
人
置

　
　
に
擁
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
に
漏
し
ウ
ィ
リ
ヤ
ム
に
ノ
ル
マ
ン
其
の
他

　
　
の
外
顯
人
な
味
方
と
し
て
勝
利
な
得
六
の
で
あ
ろ
か
ら
、
ノ
ル
マ
ン

　
　
王
覇
の
支
配
に
下
し
て
ほ
與
え
す
人
民
の
不
李
が
俘
ひ
、
人
民
の
閲

英
鰯
と
羅
馬
法
（
下
）

　
　
に
に
エ
ド
ヲ
ー
ド
八
代
の
法
律
の
復
活
存
希
望
す
る
所
が
あ
っ
乗
の

　
　
で
、
人
民
の
希
墓
た
入
れ
て
行
く
こ
と
が
統
治
上
便
宜
で
あ
グ
カ
爲

　
　
で
あ
る
。

　
③
摺
。
ま
。
岸
㌘
レ
貯
蕊
隷
〔
】
》
署
・
ミ
ー
・
“
。
。
嚇
脅
。
】
｝
窪
〕
議
〕
二
）
鴨
こ
つ
霞
．

　
④
諸
p
…
巴
瓦
9
0
9
ρ
践
・
謬
舅
．
ワ
ρ

　
⑤
累
葺
二
戸
O
。
蕾
g
＆
弓
壱
窪
壱
鼠
器
’

　
⑥
罫
伊
三
建
斜
○
。
コ
巴
．
叢
。
・
〔
こ
）
●
。
。
昌

　
⑦
男
。
ま
畠
卿
鼠
山
例
三
導
斜
℃
℃
「
H
鍵
1
ざ
ト

　
⑧
男
。
ぎ
。
犀
潮
嵐
p
三
§
9
熔
唱
」
2
一
同
8
』
民
堵
◎
8
H
．

　
⑨
藤
野
に
辛
し
て
の
詳
細
な
ろ
親
明
匡
弓
。
＝
。
。
岸
欝
冨
藁
写
μ
山
二
）
ワ

　
　
難
一
H
鼠
に
譲
る
こ
と
・
す
ろ
。

　
⑩
ω
M
”
Φ
§
髭
〕
唱
．
。
。
軌
。
っ
’

　
　
爾
ほ
彼
の
降
怨
史
的
磐
…
作
の
由
胃
坂
も
有
名
な
る
も
の
ぱ
エ
ン
サ
イ
ク
ロ

　
　
ペ
ヂ
ア
。
ブ
リ
タ
ニ
カ
中
に
…
載
ぜ
ら
れ
六
ろ
．
．
い
Ω
穣
葺
即
⑦
讐
諺

　
　
き
磧
岡
。
「
§
覧
、
な
ろ
一
論
丈
で
あ
る
。

　
⑳
ω
ぎ
自
詫
矧
聴
』
鰹
f
。
。
軌
ド

　
⑫
鍔
p
三
碧
辞
O
畠
Φ
。
δ
〔
圃
娼
馨
。
犠
．
ワ
緊
。
。
．

　
　
　
　
第
二
項
　
大
陸
に
於
け
る
羅
漏
法
復
活
と
英
國

　
飲
昂
十
一
順
い
紀
に
F
猫
漁
欄
由
薫
帝
コ
ン
ー
フ
ー
ト
一
一
惜
皿
（
O
O
b
壇
簿
Q
H
H
・
O
．

ψ
㊤
O
l
一
〇
。
。
㊤
）
か
羅
馬
法
を
復
活
○
〇
三
八
年
）
せ
し
め
て
よ
り
、

大
陸
に
於
て
は
羅
馬
法
研
究
が
旺
盛
と
な
り
、
紀
元
一
一
〇
〇
年

頃
イ
ル
ネ
リ
ウ
ス
（
H
彦
Φ
鉱
¢
。
。
一
〇
絵
一
＝
。
。
O
）
は
ボ
ロ
ニ
ヤ
に
て
羅

　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
巷
　
第
一
號
　
　
　
士
三
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英
國
と
羅
馬
法
（
下
）

馬
法
の
講
義
を
な
し
た
、
彼
の
後
鞭
者
蓬
ば
唐
風
ボ
ロ
ニ
ヤ
の
註

繹
墨
派
（
b
d
o
δ
α
q
器
・
。
Φ
Ω
8
ω
簿
。
邑
．
と
樗
せ
ら
れ
、
・
「
四
人
の
二
士
」

　
　
　
　
　
　
　
①

（
ρ
器
冨
2
自
O
o
8
話
ψ
）
を
初
め
と
し
、
多
く
の
法
學
者
は
各
地
に
赴

い
て
活
溌
な
る
活
動
を
な
し
た
。
之
と
同
時
に
又
、
西
欧
各
地
か

ら
ボ
ロ
ニ
ヤ
に
留
學
し
て
法
律
學
を
畳
む
る
者
が
群
を
な
す
に
至

　
②

つ
た
。
之
實
に
、
此
の
新
興
の
羅
馬
法
律
墨
は
極
め
て
理
論
的
に

し
て
、
佛
蘭
西
叉
は
英
國
の
如
き
國
々
の
法
律
學
嚢
達
に
影
響
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ざ
る
を
得
ざ
る
程
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
此
塵
に
於
て
、
羅
馬

法
は
近
世
各
國
法
の
歴
史
的
淵
源
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
然
ら
ば

如
何
な
る
方
法
に
依
っ
て
羅
馬
法
が
英
國
叉
は
英
法
に
貸
入
さ
れ

た
か
を
以
下
述
べ
る
こ
と
エ
す
る
。

謎
　
①
切
巳
ひ
q
葺
器
w
累
舞
凶
薯
・
・
…
H
毬
。
げ
訂
。
・
…
奪
幡
。
廟

　
②
㎏
o
＝
o
o
剛
（
卿
冨
9
三
門
二
】
3
℃
鳴
・
』
っ
。
。
卿
H
H
H
．

　
③
竃
⇒
三
建
斜
O
。
濠
。
偉
＆
直
轄
冨
冨
も
●
窯
。
●

　
　
　
　
　
（
一
）
寺
院
法

　
基
督
教
會
は
世
紀
の
経
過
に
俘
っ
て
、
徐
々
で
は
九
つ
た
が
次

第
に
其
れ
自
身
の
法
律
を
持
つ
に
至
っ
た
。
其
の
法
律
が
宗
教
裁

判
齎
に
て
適
用
さ
れ
る
に
至
り
，
且
つ
宗
教
會
議
に
依
る
寺
則

　
　
　
　
　
　
第
十
九
巷
　
第
一
號
　
　
一
七
四

（
○
き
8
ω
）
等
が
加
っ
て
寺
院
法
（
9
⇔
自
げ
毛
）
な
る
一
大
法
律
艦

　
　
　
　
　
　
　
①

蘇
を
な
す
に
至
っ
た
。
之
に
は
羅
馬
法
の
復
活
が
與
っ
て
力
あ
る
。

郎
ち
ボ
ロ
ニ
ヤ
の
羅
馬
法
研
究
は
寺
院
法
を
刺
戟
し
て
其
の
嚢
蓬

を
な
さ
し
め
、
同
時
に
叉
寺
院
法
を
し
て
羅
馬
法
を
模
倣
せ
し
め

た
Q
さ
れ
ば
，
寺
院
法
は
勿
論
其
れ
自
身
猫
特
の
所
も
あ
る
が
、

大
盛
に
於
て
其
の
形
態
、
其
の
用
語
、
其
の
精
紳
、
且
つ
叉
其
の

法
諺
を
羅
馬
法
か
ら
借
用
し
た
る
を
以
て
、
懸
者
の
關
係
に
は
密

　
　
　
　
　
　
　
②

接
な
る
も
の
が
あ
る
。
寺
院
法
の
法
令
集
は
澤
山
あ
る
が
、
最
も

完
全
に
大
成
さ
れ
た
る
も
の
は
，
ボ
ロ
ニ
ヤ
の
學
偲
グ
ラ
テ
ィ
ア

ヌ
ス
（
9
難
き
器
）
が
．
第
＋
二
世
紀
の
中
頃
（
＝
三
九
年
一
四
二

年
）
に
出
し
た
．
。
U
①
2
①
葺
ヨ
Ω
鑓
訟
9
・
覧
．
．
で
あ
る
。
之
に
依
っ
て

寺
院
法
全
典
（
O
O
壱
塁
冒
【
一
ω
9
8
・
賦
）
は
羅
馬
法
全
典
（
0
9
宅
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

冒
臥
ω
Ω
く
晒
瀞
）
と
並
立
す
る
二
大
法
律
艦
齢
と
な
っ
た
。
而
し
て

英
法
の
歴
史
も
之
等
二
大
勢
力
た
る
法
律
の
影
響
を
蒙
ら
す
に
は

み
ら
れ
な
か
っ
た
。
第
十
二
世
紀
牛
頃
に
至
る
迄
は
大
し
た
る
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

な
き
も
，
そ
れ
以
後
は
次
第
に
明
瞭
と
な
っ
て
來
た
、
薦
し
て
其

の
後
の
各
世
紀
を
通
じ
て
、
寺
院
法
は
宗
敏
裁
制
所
で
取
扱
は
れ
、

総
べ
て
の
英
國
人
の
生
活
に
於
け
る
重
要
事
件
に
は
之
が
適
用
さ

（　174　）



江
た
。
帥
ち
蕾
に
信
侶
の
紀
律
を
取
締
る
の
み
な
ら
す
結
婚
、
離

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

婚
、
遣
書
等
に
引
す
る
事
件
も
此
の
法
の
範
園
内
に
在
っ
た
。
而

し
て
一
方
英
國
に
て
は
、
青
年
學
徒
を
ボ
ロ
ニ
ヤ
に
留
學
せ
し
め

て
此
の
法
を
修
得
せ
し
め
た
。
叉
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
…
ド
大
學
に
て
は

羅
馬
法
と
共
に
寺
院
法
の
内
位
を
も
授
け
る
こ
と
、
な
り
、
更
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

穿
い
て
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ヂ
大
學
も
亦
之
を
模
す
る
に
至
っ
た
程
で
あ

る
。
第
十
二
世
紀
中
葉
以
前
は
之
に
比
較
す
る
と
、
先
に
も
述
べ

し
加
く
寺
院
法
の
影
響
は
大
し
て
顯
著
な
ら
ざ
る
も
、
而
も
爾
ほ

ノ
ル
マ
ン
朝
時
代
の
法
律
に
寺
院
法
の
影
響
が
幾
分
あ
っ
た
こ
と

は
前
項
に
蓮
べ
た
如
く
で
あ
る
。
叉
既
に
、
ラ
ン
フ
ラ
ン
ク
の
門

下
生
に
し
て
偉
大
な
る
寺
院
態
々
律
家
が
あ
り
且
つ
羅
馬
法
に
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

詣
深
き
オ
o
o
h
Ω
μ
餌
蒼
の
。
。
が
居
り
て
英
國
史
に
重
要
な
地
位
を
占

め
て
み
た
事
。
或
は
叉
ス
テ
フ
ァ
ン
王
が
ビ
シ
ョ
ッ
プ
蓬
に
卜
し

て
誤
れ
る
攻
撃
を
な
し
た
痔
に
寺
院
法
に
依
る
裁
判
が
要
求
さ
れ

　
　
⑤

九
事
○
之
等
の
事
實
か
ら
考
察
す
る
な
ら
ば
，
英
國
に
も
當
時
既

に
寺
院
法
が
可
成
り
の
勢
力
を
有
し
て
居
っ
た
も
の
と
見
倣
す
こ

と
が
属
下
る
。
即
ち
羅
馬
法
は
先
づ
寺
院
法
と
共
に
英
國
に
轍
人

さ
れ
た
の
で
あ
、
る
。

英
國
と
羅
馬
法
（
下
）

詫
　
①
鐸
m
ド
三
き
9
0
＆
。
。
け
＆
勺
二
二
．
℃
●
陰
ρ

　
②
男
。
H
δ
。
犀
卿
冨
ρ
三
§
典
悪
・
団
躯
・
寡
9

　
③
寓
興
【
導
9
0
畠
。
g
巴
驚
’
℃
霧
・
署
．
濠
O
一
段
ド

　
④
弓
。
鵠
。
爵
卿
鍔
押
ρ
学
童
斜
ワ
H
H
刈
・

　
⑤
二
二
9
斜
0
9
象
・
崔
m
p
℃
●
H
同
・

　
　
因
に
羅
馬
法
學
者
に
し
て
且
つ
寺
院
法
學
者
と
し
て
有
名
な
る
者
に

藤
　
就
い
て
は
ポ
ロ
ッ
ク
及
び
メ
ー
ト
ラ
ン
ド
の
共
著
｝
二
〇
頁
に
あ

　
　
る
。

　
⑥
鼠
簿
】
m
二
蔦
O
。
経
回
＆
勺
触
も
。
審
毛
・
臨
㊤
i
ミ
。
．

　
⑦
ぽ
。
。
｝
6
勺
9
Ω
日
9
琴
霧
に
し
て
ヘ
ン
リ
…
一
世
が
敏
倉
と
争
ひ
、
一

　
　
一
〇
｝
ユ
』
牛
法
王
パ
ス
カ
ル
乱
世
に
漏
倣
門
さ
、
れ
糞
暗
、
彼
一
μ
ヘ
ン
リ
ー

　
　
に
忠
告
し
て
教
愈
と
の
利
解
古
墨
つ
糞
入
物
で
あ
る
。

　
⑤
㎏
亀
。
。
犀
即
蒙
帥
三
≧
P
唱
℃
レ
類
1
ζ
G
。
・

（
二
）
ヴ
ァ
カ
リ
ウ
ス

　
ス
テ
フ
ァ
ン
王
時
代
の
弛
緩
せ
る
画
家
に
書
し
、
教
會
は
更
に

其
の
勢
力
を
籏
益
し
、
英
國
法
制
史
上
に
も
亦
武
豊
し
き
貢
獣
を

な
す
所
が
あ
っ
た
。
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
の
大
寛
正
テ
ォ
バ
ル
ド
は
、
彼

の
配
下
の
牽
マ
ス
な
る
…
僧
の
薦
め
に
依
っ
て
，
ボ
鉾
田
ヤ
の
著

名
な
る
法
律
學
者
ヴ
ァ
カ
リ
ゥ
ス
（
ピ
9
喜
鋤
葺
く
§
冒
ω
二
凹
o
i

瓢
⑩
。
。
9
詰
O
O
）
を
一
一
四
三
年
に
招
訂
し
た
。
抑
々
ト
マ
ス
な

章
十
九
巻
　
第
一
號
　
　
一
七
鉱
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英
國
と
羅
焉
法
（
下
）

る
者
は
，
ボ
ロ
ニ
ヤ
に
て
羅
馬
法
律
を
學
び
グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の

下
に
居
っ
た
こ
と
が
あ
る
ら
し
い
。
叉
テ
オ
バ
ル
ド
は
ス
テ
Z
・

ン
王
の
弟
ヘ
ン
リ
ー
（
σ
蓉
8
9
棄
鐸
9
窪
¢
吋
）
と
の
璽
ひ
に
ヴ
ァ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

カ
リ
ウ
ス
を
己
が
援
助
者
と
し
た
ら
し
い
。

　
何
は
兎
も
あ
れ
ヴ
ァ
カ
リ
ウ
ス
は
テ
オ
バ
ル
ド
大
総
軍
の
保
護

の
下
に
、
英
國
に
減
て
羅
馬
法
の
教
鞭
を
と
っ
た
。
門
下
生
蓬
は
彼

を
．
．
ン
跡
臓
ω
δ
戦
、
．
と
黒
し
て
奪
敬
し
良
く
其
の
教
を
受
け
た
。
其

の
門
下
隼
の
中
に
は
教
會
並
に
國
家
の
櫃
要
の
地
位
を
占
む
可
き

者
が
多
く
集
っ
て
み
た
。
叉
ヴ
ァ
カ
リ
ゥ
ス
は
、
當
時
綜
合
大
學

と
な
っ
た
間
も
無
か
っ
た
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
墨
苑
に
於
て
も

等
し
く
羅
馬
法
の
教
鞭
を
と
っ
た
。
禽
彼
は
一
一
四
九
年
に
、
羅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

馬
法
の
原
本
を
購
ひ
得
ざ
る
貧
し
き
墨
生
の
爲
に
書
物
を
減
し

た
。
其
の
書
物
は
爾
ほ
現
存
し
て
み
る
が
、
其
は
デ
ィ
グ
ス
タ
か

ら
資
料
を
と
っ
た
も
の
で
、
九
巻
よ
り
な
り
、
ユ
ス
チ
ニ
ヤ
ヌ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

帝
の
法
典
を
縮
少
し
た
る
が
如
き
槻
を
製
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
テ
オ
バ
ル
ド
大
椴
…
正
と
疎
隔
の
㎜
關
係
に
あ
る
ス
テ
フ
ァ
ン
王
は

夏
に
ヴ
ァ
カ
リ
ゥ
ス
の
羅
馬
法
講
義
を
も
禁
断
す
る
に
至
っ
た
。

然
し
そ
れ
に
も
拘
ら
す
彼
の
努
力
は
報
い
ら
れ
て
、
終
に
羅
馬
は

　
　
　
　
　
　
第
十
九
巷
　
　
第
一
號
　
　
　
一
七
山
ハ

隆
盛
と
な
り
、
ヘ
ン
リ
…
二
世
（
一
一
五
四
…
一
一
八
九
）
の
諸
制

改
革
の
中
に
も
現
れ
る
に
至
っ
た
。
恐
ら
く
ヘ
ン
リ
⊥
一
世
は
幼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

時
ヴ
ァ
カ
リ
ウ
ス
の
感
化
の
下
に
あ
っ
た
も
の
乏
推
察
さ
れ
る
。

何
は
免
も
あ
れ
第
十
二
世
紀
末
に
於
け
る
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大

書
に
て
は
、
羅
馬
法
が
他
の
何
れ
の
學
科
よ
り
も
人
置
を
得
た
。

而
し
て
第
十
三
世
紀
に
入
る
と
ク
ン
ブ
リ
ッ
ヂ
に
も
亦
羅
馬
法
の

豊
科
が
増
設
さ
れ
た
。
叉
其
の
他
の
墨
問
の
小
中
心
地
に
て
も
此

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
學
科
が
墨
ば
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。
斯
く
て
ヴ
ァ
カ
リ
ウ
ス
は

ボ
ロ
ニ
ヤ
に
於
け
る
羅
馬
法
の
盛
な
る
研
究
の
大
な
る
影
響
を
受

け
し
む
る
導
火
線
と
な
っ
た
。
爾
後
第
十
七
世
紀
に
至
る
迄
英
國

に
於
て
は
、
羅
馬
法
が
瀞
學
に
次
い
で
璽
要
な
る
學
問
と
な
つ

⑥た
。
而
し
て
英
法
猫
特
の
も
の
と
云
は
れ
る
碧
潭
法
（
∩
o
日
B
o
挿

・
⑦

げ
≦
）
も
自
然
之
が
影
響
を
避
く
る
こ
と
Σ
な
っ
た
。
特
に
第
十
二

世
紀
中
頃
よ
り
第
十
三
世
紀
中
頃
に
至
る
間
は
、
凝
集
に
於
て
羅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

馬
法
は
英
國
普
通
法
に
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

註
　
①
勺
。
ま
。
岸
卿
ソ
類
三
讐
9
㌘
目
H
。
。
’

　
②
彼
の
著
伶
の
題
名
ば
、
．
ご
び
卑
雲
菩
7
・
話
。
臼
一
琴
訂
鴛
。
噺
ξ
の

　
　
脅
8
冥
多
g
第
【
も
。
瓢
び
一
二
箕
器
m
象
ぎ
紆
m
9
回
聾
宛
、
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⑧
ン
蜜
「
。
｛
「
囮
二
．
O
。
濠
。
［
a
影
で
っ
門
。
・
．
ワ
段
回
．

　
　
勺
9
。
。
圃
＾
卿
冒
既
三
建
9
℃
ワ
嵩
。
。
I
H
H
曾

　
　
鼠
㌶
二
p
＝
P
O
o
房
陸
∴
頃
剛
ω
『
℃
．
＝
．

　
④
㌶
簿
三
得
斜
O
。
塁
F
匿
一
答
ワ
冨
・

、
⑤
＜
ぎ
σ
q
門
乙
辞
彙
・
㏄
ト
…
。
，
の
・

　
⑥
切
蔓
6
ρ
＜
。
】
・
H
H
．
℃
藁
。
メ

　
⑦
○
診
嘗
象
ゴ
〈
の
語
源
ば
寺
院
法
の
。
、
U
話
O
。
ヨ
葉
ヨ
。
、
、
で
あ

。
　
　
る
Q
（
℃
o
＝
o
畠
卿
崔
蒼
冨
る
℃
．
H
蕊
〉

　
⑧
封
戸
三
輪
斜
O
。
濠
g
①
焦
国
剛
）
窪
●
マ
ぬ
鈍

　
　
　
　
　
（
三
）
　
グ
ラ
ン
ヅ
ィ
ル
時
代

　
ヴ
ァ
カ
リ
ウ
ス
に
早
う
て
英
國
に
移
植
さ
れ
た
羅
馬
法
が
如
何

な
る
果
實
を
結
ん
だ
か
は
ヘ
ン
リ
ー
醗
酵
の
晩
年
（
一
一
八
七
i

八
九
年
頃
）
に
出
た
「
英
國
の
慣
習
並
に
法
律
に
就
い
て
の
論
文
」

（
↓
尻
岱
9
蘭
灯
切
島
①
一
Φ
σ
q
ま
賃
ロ
。
舞
o
o
づ
ω
録
①
竪
臼
｝
比
σ
犀
ω
｝
．
①
跳
鼠
〉
づ
し
げ
①
）

に
依
て
見
る
事
が
鍵
盤
る
。
此
の
書
は
一
般
に
ヘ
ン
リ
ー
二
三
の

霊
席
刺
事
た
り
し
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
（
牢
p
巳
h
Ω
罫
膨
乱
｝
＋
一
一
り
O
）
の

著
と
さ
れ
て
み
る
。
然
し
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
は
法
導
者
と
し
て
よ
り

は
寧
ろ
武
人
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
か
ら
、
果
し
て
此
の
書
が
彼

の
筆
に
成
っ
た
も
の
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。
さ
は
雷
へ
其
の
記

述
す
る
所
は
彼
の
騰
し
て
居
っ
た
王
室
裁
判
所
（
罎
暖
ω
O
。
鼠
）

　
　
　
　
菜
園
と
羅
馬
泌
（
下
）

　
　
　
　
　
　
①

に
就
い
て
掌
あ
る
。
其
、
の
内
容
は
云
は
望
訴
訟
手
頃
法
の
便
魔
で

あ
っ
て
、
殆
ど
土
地
法
（
夢
2
署
）
に
關
す
る
も
の
・
み
で
あ
る

が
，
此
の
土
地
法
は
王
室
裁
判
所
が
室
と
し
て
取
扱
つ
た
所
で
あ

る
、
薯
者
が
羅
馬
法
に
精
通
し
て
居
つ
愚
者
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と

は
、
此
の
書
が
デ
肌
ケ
ー
ト
に
羅
馬
法
の
影
響
を
受
け
て
ゐ
乃
所

　
　
　
　
　
　
②

か
ら
察
知
さ
れ
る
。
例
へ
ば
第
十
三
世
紀
に
獲
達
し
た
法
理
は
所

有
樺
並
に
之
が
俣
護
に
闇
し
て
望
あ
る
。
而
し
て
其
の
法
律
行
爲

は
明
ら
か
に
羅
馬
法
の
そ
れ
に
糠
つ
た
も
の
で
あ
る
Q
構
て
此
の

事
實
は
「
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
の
著
」
の
中
に
認
め
る
事
が
翫
來
る
の
で

　
　
③

あ
る
。
此
の
書
は
二
才
語
を
以
て
書
れ
て
る
う
が
、
實
に
英
國
法

律
書
と
し
て
最
初
の
も
の
と
目
す
亡
き
で
あ
る
。
羅
馬
法
其
の
も

の
を
引
用
し
た
備
所
は
至
っ
て
僅
少
で
あ
る
。
而
も
樹
ほ
冷
羅
と

し
て
下
る
時
に
、
之
は
明
ら
か
に
羅
馬
法
の
魚
雷
を
受
け
た
書
物

　
　
　
④

で
あ
る
、

　
叉
多
分
此
の
書
物
と
岡
時
期
の
も
の
と
思
は
れ
る
が
「
法
律
と

判
決
の
全
音
ス
勺
§
〔
圃
。
巴
督
・
：
中
島
§
・
§
§
ご
と
云
ふ
著
作

。
か
あ
．
る
。
之
は
リ
チ
ャ
ー
ド
・
日
南
に
仕
へ
た
ノ
ル
マ
ン
入
超
襲
一
9
ヨ

ピ
○
轟
。
ぎ
ξ
（
7
三
μ
o
℃
o
h
d
邑
麺
営
）
の
手
に
戒
つ
た
も
の
で
、

　
　
　
　
　
　
第
十
九
巷
　
第
［
號
　
　
一
七
七
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英
腰
と
羅
馬
法
（
下
）

羅
馬
法
と
寺
院
法
と
に
糠
つ
た
法
律
無
期
の
便
萱
で
あ
る
。
此
の

も
の
は
，
伺
階
代
の
英
國
の
法
律
家
に
重
要
な
る
影
響
を
及
ぼ
し

た
。
師
ち
飯
時
，
法
律
行
爲
神
行
の
形
式
に
干
し
て
論
雫
さ
れ
て

る
た
が
、
此
の
著
書
は
冷
血
た
る
魂
結
の
形
式
を
要
求
し
て
其
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

論
雫
に
解
決
を
｛
興
へ
・
た
。

　
①
認
葺
ξ
算
O
匙
の
g
＆
帽
省
。
「
m
●
マ
ら
巴
・

　
②
ヒ
，
鉱
自
き
斜
0
9
糞
圃
．
国
誘
ρ
層
℃
●
鼠
量

　
③
く
貯
。
σ
q
養
山
。
盈
ワ
。
。
φ
畠

　
④
鑑
”
三
窪
β
O
。
蕾
器
飢
安
で
㊦
曇
ワ
駐
q
。
。

　
⑤
＜
貯
。
σ
q
門
銭
。
黛
導
．
G
。
刈
i
。
。
。
。
・

　
　
　
　
　
（
四
）
　
オ
レ
ロ
ン
法
燈
ハ

　
第
十
二
世
紀
の
中
頃
虹
は
，
羅
馬
法
は
ボ
ロ
エ
ヤ
か
ら
の
み
で

は
無
く
、
別
の
國
脚
ち
佛
繭
西
か
ら
も
英
國
に
癖
人
さ
れ
る
に
翌

つ
た
。
師
ち
佛
國
の
海
法
で
あ
り
、
叉
商
法
で
あ
る
オ
レ
p
ン
法

（
U
斜
蓄
9
0
葎
。
鐸
）
が
輸
入
さ
れ
た
。
此
の
オ
レ
ロ
ン
法
は
第
十

扁
世
紀
に
伊
太
利
に
て
制
定
さ
れ
た
、
海
法
O
o
霧
9
髪
。
鳥
Φ
一
窓
碧
Φ

を
見
倣
っ
て
一
一
五
〇
年
頃
ギ
エ
，
ン
ヌ
女
公
エ
レ
ア
ノ
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

（
禦
。
鋤
同
δ
♪
U
⊆
9
0
駿
o
h
O
9
9
日
e
等
が
編
纂
し
た
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
第
十
九
巻
　
第
一
號
　
　
一
七
搾

る
。
此
の
法
律
が
羅
馬
法
に
基
い
て
み
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な

い
。
而
し
て
此
の
法
律
は
、
ヘ
ン
η
…
二
世
の
皇
后
と
な
っ
た
こ

と
の
あ
る
エ
レ
ア
ノ
ー
ル
か
叉
は
荘
、
の
王
子
リ
チ
ャ
ー
ド
一
世

滑
翻
心
、
一
一
八
九
一
九
九
年
）
か
の
何
れ
か
に
依
っ
て
英
國
に
藩

來
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
英
國
海
法
の
超
源
は
此
庭
に
端
座
嚢
し
、

次
第
に
登
蓮
し
て
第
十
八
滑
紀
に
至
り
マ
ン
ス
フ
ィ
ル
ド
卿
に
依

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

つ
て
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
て
略
序
海
法
の
潜
在
的
樽
質
を

察
知
す
る
こ
と
が
嵩
來
る
。

　
一
艦
第
＋
二
・
三
世
紀
は
、
先
に
も
蓮
べ
た
如
く
英
國
法
制
史

上
に
於
け
る
特
筆
す
可
き
時
代
で
あ
る
。
例
へ
ば
ヘ
ン
リ
ー
二
世

の
治
世
中
に
は
、
陪
審
側
度
が
輪
入
さ
れ
た
外
に
訴
訟
開
始
令
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

度
（
砕
。
・
8
彰
9
0
H
虹
量
≦
比
け
）
が
創
設
さ
れ
、
更
に
ジ
ョ
ン
王
の

失
政
に
趣
き
て
は
ご
二
五
年
に
大
憲
章
が
海
布
さ
れ
，
績
い
て

吹
王
ヘ
ン
ー
ー
1
三
世
の
時
代
に
か
け
て
之
が
撒
度
の
訂
正
饗
布
が

　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噂

な
さ
れ
た
．
然
し
二
等
に
就
い
て
一
々
此
塵
に
述
べ
る
必
要
も
な

い
。
只
此
の
大
憲
章
に
就
い
て
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
王
（
幟
悔
者
）
時

代
の
皇
弟
制
度
に
官
選
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
カ
ン
タ
ベ

リ
ー
の
大
僧
正
0
9
・
三
営
巴
ω
属
忌
①
星
目
雪
σ
。
8
只
＝
軌
O
一
這
に
G
。
）
の （　17S　）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

方
に
嫁
つ
た
も
の
で
あ
．
る
と
も
云
は
れ
る
．
、

識
　
①
毎
。
琶
霞
が
O
。
話
。
蒙
。
島
g
ジ
麹
需
為
三
つ
六
の
に
、
彼
女
の
最

　
　
初
の
夫
六
る
フ
ラ
ン
ス
王
ル
イ
七
世
が
第
二
剛
十
字
軍
に
桝
征
ず
る

　
　
に
當
り
て
彼
女
も
之
に
從
軍
し
、
東
方
世
界
の
レ
バ
ン
ト
に
て
既
の

　
　
法
律
に
接
し
た
が
爲
で
あ
る
O

　
②
ω
｝
罵
賞
募
p
℃
ワ
8
『
一
稼
G
。
・
髭
O
・
．
呂
鋳

　
③
男
。
ぎ
。
岸
卿
属
跨
ド
＝
5
箒
．
H
q
。
。
っ
・
観
ρ

　
④
該
角
簿
冨
蒼
0
8
簿
．
試
帥
。
。
θ
・
℃
・
護
・

　
⑤
撃
§
回
≦
ポ
署
．
。
。
蟄
一
・
こ
。
捧

（
五
）
ブ
ラ
ク
ト
ン

　
英
國
法
制
史
の
斗
酒
に
資
し
た
も
の
は
蕾
に
立
法
の
み
で
は
な

と
，
實
に
普
通
法
の
嚢
蓬
が
大
な
る
役
割
を
な
し
た
の
で
あ
る
。

・
殊
に
ペ
ン
リ
ー
三
世
の
治
世
中
（
ご
二
六
一
同
七
二
年
）
に
は
愚

母
難
事
法
の
大
部
分
が
確
定
さ
れ
た
。
實
に
王
室
裁
判
所
は
普
通

法
の
沸
騰
に
愚
な
る
貢
献
を
な
し
、
裁
判
に
依
り
作
成
さ
る
・
法

律
（
」
＆
α
q
．
窪
嵩
酒
浸
睾
）
が
檜
出
す
る
や
う
に
な
っ
た
。
而
し
て
跳

の
裁
制
に
關
與
せ
し
判
事
は
経
籍
の
徒
に
し
て
殆
ど
大
多
撒
は
牧

師
で
あ
り
、
寺
院
法
及
び
羅
焉
法
に
通
じ
て
居
っ
た
。
此
の
忌
違

　
　
　
　
　
英
國
と
羅
馬
法
（
下
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

大
な
法
律
家
が
出
現
し
て
貴
重
な
る
渋
律
著
作
を
出
し
た
、
其
の

〃
法
胤
伴
家
と
は
牧
師
ブ
ラ
ク
ト
ン
（
寓
O
こ
び
・
仙
O
切
欝
鴬
9
ゼ
山
∴
に
⑦
G
c
．

7
も
三
霧
髭
ヨ
ρ
切
羅
。
ε
見
）
に
し
て
、
其
の
著
作
と
は
「
翼
國
の
法

律
及
び
償
習
に
就
い
て
」
（
U
①
薦
警
鋸
9
8
蕊
器
け
巳
圃
三
σ
髪

㌧
ζ
鍾
．
器
）
と
云
ふ
大
著
で
あ
る
。
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
著
は
眞
に
中
世

英
國
法
律
墜
の
華
で
あ
り
ギ
冠
で
あ
る
（
9
0
臼
。
診
§
焦
ま
壽
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

○
門
寧
嘱
H
邑
μ
累
。
島
器
6
一
雲
門
互
）
三
舞
g
e
。

　
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
約
＋
年
間
（
一
二
四
八
一
向
五
七
年
）
國
王
直
騰

の
中
央
裁
個
所
（
冥
霧
9
馨
O
o
舅
け
o
h
目
弦
σ
q
．
駿
閑
窪
。
ε
の
判
事
で

あ
っ
た
、
其
の
頃
彼
は
此
の
有
名
な
る
著
書
の
執
筆
に
着
手
し
、

其
の
大
土
を
一
二
五
〇
一
同
五
八
年
の
間
に
書
き
終
へ
九
。
矯
語

は
羅
笑
語
で
あ
る
。
此
の
論
丈
の
資
料
は
、
大
部
分
望
室
裁
判
所

の
訴
訟
記
録
か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
長
正
の
英
法
と

　
　
　
　
　
　
　
③

機
微
す
驚
き
で
あ
る
。
之
は
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
の
薯
が
躍
な
る
訴

訟
手
綾
法
の
便
魔
に
過
ぎ
な
い
の
と
は
異
の
法
理
を
科
學
的
に
究

明
し
た
も
の
で
鷹
に
英
國
に
於
け
る
此
の
種
の
最
初
の
も
の
で
あ

る
。
爾
此
の
外
の
彼
の
業
績
を
も
併
せ
考
ふ
る
な
ら
ば
、
彼
は
眞

に
英
國
普
通
法
の
父
で
あ
り
、
其
の
大
法
律
學
異
な
る
猫
に
於
い

　
　
　
　
　
　
鎮
十
九
磐
　
銘
一
號
　
　
一
七
九

（　17｛　）



　
　
　
　
英
國
と
羅
焉
法
（
下
）

て
、
正
に
第
十
三
世
紀
に
於
け
る
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
（
切
一
餌
O
一
（
の
｛
O
⇒
O
）

　
　
　
　
④

乏
呼
び
得
る
。

、
ブ
ラ
ク
ト
ン
は
ユ
ス
チ
ニ
ヤ
ヌ
ス
帝
の
法
律
を
其
の
儘
正
確
に

記
蓮
せ
ん
と
し
た
の
で
は
な
く
し
て
、
實
は
之
を
摸
範
と
し
て
當

時
の
英
法
を
整
理
せ
ん
と
し
九
の
で
あ
る
。
換
記
す
る
な
ら
ば
羅

馬
法
の
援
助
に
依
っ
て
英
法
を
罷
系
づ
け
ん
と
し
た
も
の
で
あ

る
つ
さ
れ
ば
彼
の
大
著
は
、
英
鴎
の
慣
轡
及
び
法
律
を
羅
馬
法
型

の
法
律
ヘ
ヵ
9
奉
コ
霧
ρ
鐸
①
響
勢
℃
門
巳
Φ
コ
8
）
と
し
た
重
要
な
る
所
産

　
　
　
⑤

で
あ
る
一
、
盈
ち
「
形
式
に
於
い
て
は
羅
馬
法
で
あ
り
、
實
質
に
於

い
て
は
英
法
で
あ
る
」
（
男
。
ヨ
磐
空
芝
⑦
汐
h
9
一
♪
国
論
董
げ
ぎ

笛
昏
ω
書
呂
。
）
と
雷
ふ
の
は
、
恐
ら
く
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
言
動
の
牲
質

を
示
す
最
も
長
き
寸
言
で
あ
ら
う
。
彼
は
伊
太
利
の
法
律
學
者
、
殊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
，
ボ
ロ
ニ
ヤ
の
註
説
凝
滞
の
…
人
ア
ゾ
（
ン
N
o
）
の
著
書
を
熱
心
に

學
び
、
良
く
之
に
精
通
し
て
み
た
。
彼
は
叉
O
O
弓
鍔
冒
膏
Ω
二
㌔

と
か
U
8
誉
ε
ヨ
9
客
ゴ
嵐
叉
は
U
Φ
q
①
芭
。
・
等
を
蓼
照
し
，
多
く

の
法
諺
を
之
等
の
資
料
か
ら
得
て
み
る
。
此
の
黙
か
ら
観
る
な
ら

ば
、
謂
は
網
羅
編
法
的
に
し
て
既
つ
寺
院
法
的
な
る
法
律
（
男
9

ヨ
、
き
O
謬
9
忌
・
・
＝
戸
三
。
。
｝
）
毎
（
す
ぎ
⑦
）
を
大
戒
し
た
も
の
で
あ
．
る
と

　
　
　
　
　
　
第
十
九
巻
　
鎮
一
號
　
　
一
八
O

　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
・

も
云
へ
る
。
勿
論
彼
の
著
作
の
性
質
は
英
法
的
な
る
も
の
に
し
て
、

其
の
中
に
は
五
百
件
に
下
ら
ざ
る
王
蜜
裁
判
所
の
剃
決
が
引
用
さ

　
　
　
⑥

れ
て
る
る
。
然
し
、
さ
は
言
へ
、
彼
が
羅
馬
法
學
者
に
員
ふ
所
i

惹
い
て
は
英
國
が
羅
馬
法
に
負
ふ
所
1
一
は
甚
大
な
も
の
で
あ

る
。
先
に
彼
等
羅
馬
法
雨
者
無
か
り
せ
ば
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
著
書
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

轟
現
は
不
可
能
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。

　
何
は
兎
も
あ
れ
、
彼
の
著
作
は
頗
る
樫
威
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

凝
、
は
此
の
名
著
の
古
言
本
が
四
五
＋
種
も
の
多
撒
存
在
す
ろ
事
に

依
っ
て
＋
分
讃
明
さ
れ
る
が
、
更
に
常
時
の
法
律
書
が
殆
ど
之
と

等
し
き
も
の
で
あ
る
と
云
．
識
事
に
依
り
如
何
に
彼
の
著
作
が
人
氣

あ
り
鼠
つ
僅
心
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
望
醐
明
す
る
。
而
し
て
此

の
名
著
は
次
の
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
豊
代
の
法
律
學
の
基
礎
と
な
つ

⑩た
。
夏
に
此
の
著
書
は
豆
蔦
法
の
模
範
的
解
説
書
と
し
て
爾
後
永

ら
く
承
認
さ
れ
て
房
つ
た
。
而
し
て
約
四
百
年
の
後
、
第
＋
七
世

紀
に
は
コ
ー
ク
（
的
肺
［
・
］
円
陣
≦
9
一
・
含
　
∩
い
○
】
〈
O
）
が
倫
ほ
樫
威
あ
る
も
①
と

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

し
て
大
い
に
引
用
し
た
。
之
等
の
事
實
は
，
羅
馬
法
の
英
法
に
及

ぼ
せ
る
影
響
を
考
察
す
る
ヒ
に
看
て
見
兆
す
可
ら
ざ
る
事
實
で
あ
．

る
。

（　］80　）



註
①
軍
と
”
二
具
O
c
更
・
一
｛
ぎ
ワ
皇

②
樗
。
＝
o
興
幹
属
〔
’
三
｛
彰
＾
ポ
℃
』
S
・

③
℃
。
ぎ
玉
斧
罫
邑
讐
戯
二
）
℃
■
き
爺
飼
。
｛
）
・

④
ω
ぎ
＝
影
ジ
響
・
こ
。
緊
1
。
っ
ミ
・

⑤
≦
唇
㈹
門
…
乙
。
黛
署
・
。
っ
㏄
1
。
。
o
・

⑥
ω
門
き
営
p
ρ
羅
焉
法
要
録
）
等
な
り
Q

⑦
H
㌧
。
ぎ
。
宮
卿
フ
H
簿
ぎ
区
一
”
℃
』
O
ゴ

③
レ
髪
二
窪
F
O
9
冒
巴
・
藁
ψ
c
℃
払
。
二
・

⑨
男
。
ご
。
爵
理
財
鐸
ぎ
鼻
剛
）
・
団
。
。
し
・

⑩
ぎ
＝
。
。
胃
勲
7
案
段
ぎ
H
∩
押
毛
』
s
一
緯
ρ

⑪
Q
。
ぎ
「
同
髪
”
ポ
ワ
敦
メ

　
　
　
　
　
（
六
）
　
エ
ド
ワ
ー
ド
…
世
峙
代

　
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
（
一
二
七
…
一
i
一
三
〇
七
）
時
代
の
法
律
墨
が

ブ
ラ
ク
ト
ン
の
大
著
を
基
礎
と
し
た
こ
と
は
上
饗
し
た
所
で
あ

る
。
此
の
．
時
代
、
英
法
に
閥
す
る
三
箇
の
重
要
な
論
著
が
あ
る
が
、

之
等
は
何
れ
も
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
名
著
を
抄
略
し
た
も
の
か
或
は
模

　
　
　
　
　
　
　
①

倣
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
こ
ψ
暮
暑
（
摘
要
書
）
、
之
は
王
室
裁
判

所
の
主
席
判
事
ソ
ー
ン
ト
ン
（
O
ま
9
日
ぎ
舜
。
乙
。
か
ブ
ラ
ク
ト

ン
の
名
著
の
梗
概
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
一
身
．
．
ω
§
善
p
・
な

　
　
　
　
英
國
と
藩
焉
法
（
下
）

る
術
語
は
、
ボ
ロ
ニ
ヤ
の
註
緯
學
派
に
良
く
用
ひ
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
σ
（
二
）
∩
c
窪
昌
§
婁
蕊
〕
鼠
紫
農
舎
剛
象
英
國
法
の
註
繹
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

之
は
一
二
九
〇
年
頃
零
。
霞
と
云
ふ
無
名
の
法
二
者
が
羅
句
語
で

書
い
九
も
の
で
、
内
容
は
亦
ブ
ラ
ク
ト
ン
か
ら
多
く
と
っ
て
み
る
。

（
三
冨
慈
導
逼
（
岡
O
一
盗
ご
蕊
〉
諺
葺
①
（
英
実
法
摘
要
）
、
之
も
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

く
一
二
九
〇
年
頃
書
か
れ
た
も
の
で
、
著
者
は
蜀
馨
δ
p
と
云
は

れ
、
用
語
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
る
。
此
の
書
も
亦
ブ
ラ
ク
ト
ン
の

大
著
を
抄
略
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
其
の
爲
本
が
多
く
存
在
す
る

所
を
見
る
と
鵠
器
の
書
よ
り
も
有
名
な
も
の
で
あ
っ
た
に
相
蓮

な
い
。
爾
ほ
之
等
三
箇
の
も
の
に
附
加
し
て
墨
ぴ
ね
ば
な
ら
ぬ
も

の
が
あ
る
。
そ
れ
は
護
鑑
霧
9
言
ω
識
8
。
・
（
裁
判
の
鏡
）
で
あ
る
。

之
は
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
の
主
席
判
事
の
一
入
に
州
ξ
び
寓
§
讐
⇔
彰

の
手
に
成
っ
た
も
の
と
笛
せ
ら
る
・
訴
訟
手
署
法
に
驕
す
る
書
物

　
　
④

で
あ
る
。

　
場
上
の
書
物
は
何
れ
も
、
羅
馬
法
及
び
寺
院
法
の
大
な
る
影
響

を
受
け
た
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
大
著
に
基
い
て
事
訳
た
の
で
あ
る
が
，

之
等
の
著
作
の
中
に
重
要
な
る
一
つ
の
傾
向
を
認
め
る
こ
と
が
出

來
る
。
邸
ち
之
等
の
書
物
に
依
っ
て
、
定
時
既
に
岩
登
の
法
律
家
蓬

　
　
　
　
　
　
第
十
九
魯
　
第
一
號
　
　
　
一
入
一

（ISI）



　
　
　
　
英
謝
と
羅
馬
法
（
下
）

が
薪
九
に
羅
馬
法
其
の
も
の
を
研
究
し
な
く
な
っ
た
と
云
ふ
傾
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
認
め
る
こ
と
が
出
撲
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
英
法
は
隔
ブ
ラ
ク

ト
ン
階
代
貸
に
之
以
上
の
羅
馬
法
研
究
を
必
要
と
せ
な
い
程
度

に
、
十
分
羅
馬
法
を
究
明
し
且
つ
其
の
思
想
を
探
点
し
て
了
つ

た
。
脚
ち
英
法
は
銑
に
羅
馬
法
の
飽
和
状
態
と
な
っ
た
。
其
の
爲

彼
の
去
っ
た
後
は
、
羅
馬
法
研
究
は
謬
り
獣
迎
さ
れ
な
く
な
つ

⑥た
。
ヘ
ン
リ
ー
三
世
時
代
に
次
第
に
其
の
地
位
を
獲
得
し
つ
・
あ

っ
た
羅
馬
法
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
時
代
と
な
る
や
鯨
り
に
多
く

の
立
法
が
な
さ
れ
た
爲
．
に
却
っ
て
省
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
英
法

が
一
曹
羅
馬
法
化
す
る
こ
と
は
阻
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
翻
ち
法

律
の
全
分
野
は
、
今
や
羅
馬
法
研
究
を
必
要
と
せ
ざ
る
程
厩
に
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

令
（
ω
｛
節
陣
9
叶
①
の
）
を
以
て
充
た
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
エ
ド
ワ
ー
ド
｝
批
は
睡
桝
々
「
英
國
の
ユ
ス
チ
ニ
ヤ
ヌ
ス
大
帝
」

（
国
葵
】
剛
。
・
プ
冒
。
・
号
首
μ
）
み
構
せ
ら
れ
る
。
此
の
比
喩
は
必
ず
し
も
正

鵠
で
は
な
か
ら
う
が
、
エ
ド
ワ
ー
ド
は
大
統
治
者
で
あ
る
と
一
時

に
偉
大
な
る
立
法
者
で
め
っ
た
、
王
は
年
々
報
命
に
多
く
の
法
律

案
を
呈
出
し
、
叉
一
方
に
於
い
て
は
多
く
の
法
律
改
正
を
な
し
た
。

其
の
法
令
は
確
固
た
る
永
久
的
の
蛋
命
を
有
す
る
も
の
に
し
て
、

　
　
　
　
　
　
第
十
九
魯
　
幽
幽
澱
，
，
　
一
八
∴

あ
ら
ゆ
る
部
門
に
渉
っ
て
み
た
。
實
に
王
の
2
0
位
後
十
八
年
闘
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

英
圃
の
立
法
史
ヒ
最
も
活
氣
あ
る
時
代
で
あ
っ
た
。
然
…
し
之
が
爲

に
羅
馬
法
研
究
は
衰
微
し
、
之
に
加
．
幽
る
に
此
の
頃
か
ら
牧
師
が

裁
鋼
富
と
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
，
英
蹴
の
法
律
は
次
第
に
島
國

的
と
な
っ
た
。
そ
れ
と
共
に
英
國
の
法
律
家
逡
は
次
第
に
知
識
の

偏
挾
性
を
來
．
し
、
彼
等
自
身
の
綾
羅
的
法
律
以
外
に
鎖
し
て
は
無

　
　
　
　
⑨

知
と
な
っ
た
。
夏
に
之
に
加
ふ
る
に
、
晴
曇
の
讐
通
壊
は
第
＋
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

世
紀
盛
塩
以
隆
は
励
磁
法
（
○
霧
。
回
p
≦
）
と
な
っ
て
來
た
。
一
方
ヘ

ン
リ
ー
二
世
時
代
に
鋼
定
さ
れ
た
訴
訟
闇
始
命
令
制
度
は
甚
だ
形

式
的
な
る
訴
訟
手
癖
法
で
あ
っ
た
か
ら
し
て
、
英
法
は
著
し
く
圃

定
的
な
る
も
の
と
な
り
、
只
之
を
解
漏
し
て
行
く
に
過
ぎ
ぬ
と
云

ふ
状
態
に
な
っ
た
。
か
く
て
鮭
珍
答
に
縄
濟
重
態
の
計
画
に
鷹
ぜ

ざ
る
も
の
と
な
り
、
不
李
の
聲
が
起
っ
て
來
た
。
之
を
救
ふ
可
く
、

第
＋
四
世
紀
後
皐
の
ワ
チ
ャ
ー
ド
ニ
世
時
代
に
至
り
、
Ω
喬
μ
8
二
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
衡
禦
上
裁
制
所
へ
∩
o
¢
冨
o
h
o
ρ
纂
｝
・
）
を
設
立
す
る
の
で
あ
る
。

而
し
て
此
の
裁
判
燐
が
取
扱
つ
た
衡
李
法
は
少
か
ら
ず
羅
馬
法
及

び
寺
院
法
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。

（　IS2　）



　
①
、
望
Φ
青
藍
ポ
ワ
⇔
瀦
・

　
②
霊
。
欝
と
ば
一
章
何
人
な
る
か
ゾ
不
明
で
あ
る
。
然
し
恐
ら
く
ば
倫

　
　
　
敦
の
習
興
牢
獄
に
投
ぜ
ら
れ
穴
一
裁
刎
宜
で
あ
ら
う
と
一
般
に
言

　
　
　
は
れ
て
み
る
Q

　
③
切
降
δ
昌
も
亦
不
明
で
あ
ろ
が
、
多
分
H
σ
冨
回
拓
峯
。
§
”
び
邑
μ
9

　
　
　
。
閏
慨
。
艮
。
胤
な
ら
ん
と
云
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れ
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み
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。
H
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讐
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④
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ご
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℃
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⑤
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。
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．
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℃
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駐
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．

　
⑨
鍛
研
ぎ
算
O
。
更
・
凄
一
ψ
伸
・
℃
・
旨
●

　
⑩
窯
a
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器
癌
O
§
呉
履
一
答
マ
鴇
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⑪
家
p
三
§
負
O
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淳
g
9
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ぞ
塞
●
ワ
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（
七
）
　
羅
馬
法
器
受
の
資
質

　
第
十
一
、
一
世
紀
の
中
頃
ヴ
ァ
カ
リ
ウ
ス
が
英
圃
に
渡
來
し
て
よ

り
、
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
の
晩
年
に
至
る
迄
の
百
五
十
年
以
ヒ
の
隠

代
は
、
羅
馬
法
が
英
法
の
成
立
に
頗
る
大
な
る
影
響
を
輿
へ
た
る

を
以
て
、
此
の
時
代
は
「
翼
閾
法
制
史
上
の
羅
馬
時
代
」
（
男
。
日
磐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

①
囲
）
○
優
亀
図
膨
0
9
ヲ
｝
二
お
自
・
囲
三
の
δ
曙
）
と
も
謂
は
る
可
き
で
あ
る
。

此
の
噂
代
か
ら
第
＋
四
世
紀
に
か
け
て
、
グ
ラ
ヴ
ィ
ル
及
び
ブ
ラ

　
　
　
　
　
奨
國
と
羅
馬
法
（
下
）
．

ク
ト
ン
の
著
作
、
並
に
b
ご
藁
｛
9
μ
の
書
及
び
匁
。
鼠
の
論
文
等
は
、

何
れ
も
或
る
程
度
迄
法
律
と
し
て
承
認
さ
れ
た
。
換
需
す
る
な
ら

ば
、
之
等
の
論
著
は
、
裁
判
官
が
或
る
種
の
法
律
周
題
に
就
い
て

鯉
決
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
時
に
、
彼
の
額
際
知
識
と
な
っ
て
大
い
に
導

く
所
が
あ
っ
た
。
殊
に
當
痔
の
法
律
の
最
も
曖
昧
な
る
も
の
に
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

し
て
は
、
決
定
的
の
解
決
を
與
へ
た
。
然
し
民
意
す
可
き
は
、
當

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

時
の
裁
判
官
達
が
如
何
に
羅
馬
法
に
心
惹
か
れ
て
房
つ
た
に
し

ろ
，
種
々
の
障
碍
の
た
め
に
，
羅
馬
法
は
英
國
に
於
い
て
は
結
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

「
補
助
の
法
律
」
（
り
Q
9
ω
篁
3
、
冨
ぢ
）
で
あ
る
に
止
つ
九
。
帥
ち
制

定
法
若
し
く
は
慣
脅
法
が
或
る
問
題
に
確
答
し
得
ら
れ
ざ
る
時
に

援
用
さ
れ
た
法
律
で
あ
っ
た
。
故
に
、
英
法
が
羅
馬
法
を
取
り
人

れ
た
の
は
、
實
に
普
通
法
の
峡
隔
を
補
ふ
た
め
で
あ
っ
た
。
其
の

嬬
、
羅
馬
法
を
引
用
し
て
も
必
ず
し
も
常
に
英
國
の
戯
判
所
で
承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

認
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
一
方
に
於
い
て
．
英
闘
の
所
謂
「
外
閾
臥
し
へ
ζ
藷
三
曽
！
6
に
蜀

す
る
偏
見
、
無
税
は
、
時
に
羅
馬
法
に
敵
慧
を
持
つ
に
至
っ
た
。

例
へ
一
は
ス
テ
フ
ァ
ン
王
は
ヴ
ァ
カ
リ
ウ
ス
の
㎜
維
・
馬
法
講
疏
我
・
蟹
鱒
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

し
、
同
時
に
羅
馬
法
及
び
寺
院
法
の
書
物
を
撲
滅
せ
ん
と
し
た
9

　
　
　
　
　
　
第
十
九
巷
　
第
轡
號
、
　
一
入
三

（　IS3　）



　
　
　
　
英
閣
と
羅
焉
法
（
下
）
、

細
面
十
三
世
紀
に
は
實
に
羅
馬
法
に
封
ず
る
國
民
的
反
抗
蓮
動
が

起
り
，
一
二
三
四
年
に
は
、
ヘ
シ
リ
ー
三
世
は
ロ
ン
ド
ン
に
於
け

る
羅
馬
法
の
講
義
を
禁
優
し
奄
績
い
て
ご
一
三
六
年
に
は
英
國
の

σ
霞
。
諺
が
認
①
跨
○
鐸
に
馨
し
て
、
英
法
が
「
外
國
法
」
（
羅
馬
法
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

霞
っ
て
攣
更
さ
る
Σ
に
謝
し
て
反
抗
の
叫
び
を
響
け
爵
。
夏
に
リ

チ
ャ
ー
ド
ニ
世
時
代
に
な
る
や
、
議
會
は
羅
馬
法
を
拒
否
す
る
の

決
議
を
な
し
た
。
其
の
爲
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
て
羅
馬
法
を
修
得

し
た
る
者
は
、
假
令
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
の
裁
判
所
に
出
仕
し

て
も
、
何
等
羅
馬
法
に
頼
る
こ
と
が
三
山
な
く
、
宛
も
之
を
知
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ざ
る
者
の
如
く
に
装
は
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
然
の
み
な
ら
す
教

會
の
覇
氣
に
富
め
る
総
侶
は
。
椴
侶
が
羅
馬
風
景
の
法
律
學
を
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

究
す
る
こ
と
に
由
り
、
三
三
の
衰
微
す
る
を
歎
い
た
、
更
に
敏
會

は
．
羅
馬
法
が
俗
界
に
研
究
さ
る
、
事
に
依
り
て
其
の
優
越
僅
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

脅
さ
る
・
を
憂
慮
し
、
之
が
禁
止
を
計
っ
た
科
で
あ
る
。
斯
く
の

如
き
事
情
が
英
國
に
は
存
在
せ
し
爲
，
英
法
の
羅
馬
法
鰹
受
は
大

陸
に
於
け
る
が
如
く
根
本
的
で
は
無
か
っ
た
。
然
し
之
が
爲
に
羅

馬
法
の
中
に
潜
在
せ
る
強
力
な
專
制
的
主
導
を
輪
入
し
な
か
つ
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

事
は
英
國
の
儒
に
幸
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
第
十
九
魯
　
第
、
一
號
　
　
一
入
四

　
之
を
要
す
る
に
，
種
々
の
障
碍
の
た
め
に
羅
馬
法
は
過
分
に
は

英
法
に
取
り
入
ら
れ
な
か
っ
た
。
而
も
爾
，
此
の
時
代
は
「
英
國

法
制
史
上
の
羅
馬
時
代
」
と
も
熾
す
速
き
で
、
其
の
影
響
感
化
は

英
法
の
各
時
代
を
通
じ
て
最
も
大
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
而
し
て

羅
馬
法
は
英
法
に
冷
し
て
何
等
有
害
と
な
る
と
こ
ろ
無
く
，
常
に

英
法
の
背
後
に
在
っ
て
其
の
峡
陥
を
補
ひ
、
之
が
獲
藩
に
費
し
た

る
所
甚
大
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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①
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；
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陰
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し
D
紳

、
　
　
第
三
項
其
の
後
の
英
國
に
於
け
る
羅
馬
法

英
國
と
羅
馬
法
と
の
主
要
な
る
歴
愛
的
關
係
、
郎
ち
捷
軍
が
羅

（　184一　）



馬
法
を
獺
受
せ
る
歴
史
的
關
係
は
画
意
以
上
を
以
て
其
の
峠
を
越

し
た
の
で
あ
る
．
第
十
五
世
紀
以
降
は
主
と
し
て
英
國
内
に
於
け

る
羅
馬
法
研
究
の
盛
衰
史
と
な
り
て
、
以
て
現
代
に
歪
る
の
で
あ

る
。
故
に
之
が
詮
明
は
省
略
し
只
其
の
盛
衰
史
の
大
綱
だ
け
を
書

け
る
に
止
め
る
。

　
ノ
ル
マ
ン
朝
以
後
の
隠
代
た
る
第
十
二
・
三
世
紀
に
於
け
る
羅

馬
法
意
受
蓮
動
は
實
に
決
定
的
な
る
も
の
で
あ
り
、
之
が
研
究
の

旺
盛
な
り
し
こ
と
は
實
に
前
古
求
道
有
で
あ
っ
た
。
此
の
世
紀
に

次
ぐ
第
十
四
世
紀
は
，
其
の
反
動
が
起
つ
た
結
果
羅
馬
法
の
研
究

は
衰
微
に
向
つ
た
。
而
も
尚
ほ
衡
笹
掻
裁
判
所
は
猫
通
し
て
羅
馬

法
を
加
味
せ
る
衡
李
法
を
蓮
用
し
，
又
宗
教
裁
判
所
及
び
海
事
審

判
所
は
各
々
其
の
猫
立
の
亨
脚
地
よ
り
気
軽
法
の
峡
．
隔
壁
濟
を
羅

馬
法
律
思
想
に
鑛
め
た
。
之
等
の
蓮
動
が
あ
っ
た
に
拘
ら
す
衰
微

の
傾
向
は
次
第
に
進
み
、
・
終
に
第
＋
五
世
紀
に
は
羅
馬
研
究
は
甚

だ
し
く
不
擾
と
な
っ
た
。
然
る
に
第
十
六
世
紀
に
入
る
や
、
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
文
化
の
興
隆
と
共
に
所
謂
歴
史
法
号
派
な
る
も
の
が
佛

蘭
西
に
猿
頭
し
，
其
の
刺
戟
を
受
け
て
羅
馬
法
研
究
は
復
興
す
る

に
至
っ
た
〇
一
方
専
制
的
な
る
チ
ュ
：
ド
ル
王
朝
は
，
強
力
な
る

　
　
　
　
英
國
と
羅
馬
法
（
下
）

專
制
的
主
義
を
助
長
す
る
に
好
都
合
な
る
羅
馬
法
を
愈
重
し
、
以

て
羅
馬
法
研
究
を
漿
鋤
す
る
所
が
あ
っ
九
。
か
く
て
第
十
七
世
紀

に
は
多
撒
α
羅
馬
法
一
學
者
が
索
出
し
、
第
十
八
世
紀
は
其
の
惰
力

を
以
て
経
．
過
し
た
の
で
あ
る
、
然
る
に
第
十
九
世
紀
に
入
る
や
、

近
代
の
霜
接
な
る
閾
際
關
係
と
法
典
の
二
百
と
に
促
さ
れ
て
、
羅

馬
法
の
研
究
は
勃
然
と
し
て
再
び
隆
盛
と
な
り
、
正
に
ノ
ル
マ
ン

朝
以
後
の
時
代
を
想
は
し
む
る
も
の
が
あ
っ
た
。
實
に
多
数
の
著

名
な
る
羅
馬
法
冠
者
が
董
噛
し
、
華
か
な
る
活
動
の
下
に
顯
著
な

る
功
績
を
疎
し
て
く
れ
た
○
（
因
に
拙
稿
洋
綴
に
常
q
峯
照
し
六
ろ
論
丈

の
大
方
の
話
者
ば
常
噂
の
羅
聖
遷
騒
々
｝
西
中
の
　
入
で
あ
ろ
。
）

　
　
　
結
　
　
　
論

　
以
上
蓮
べ
來
つ
た
所
か
ら
、
感
想
と
も
云
ふ
焼
き
も
の
を
纏
め

て
結
論
に
代
へ
る
こ
と
Σ
す
る
。
メ
ー
ト
ラ
ン
ド
が
「
英
國
の
法

制
史
を
一
瞥
す
る
な
ら
ば
、
第
十
二
世
紀
以
降
は
明
ら
か
に
記
録

を
遺
し
て
み
る
。
其
れ
よ
り
以
前
第
六
世
紀
に
謬
る
六
百
年
間

は
，
記
録
は
稀
少
で
は
あ
．
る
が
爾
ほ
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
侵
入
時

代
迄
其
の
纒
路
を
辿
り
得
る
。
然
し
此
塵
に
至
っ
て
足
跡
は
絶
え
、

薄
明
な
の
し
時
代
は
暗
黒
と
攣
り
、
記
録
稀
な
る
時
代
は
記
録
金

　
　
　
　
　
　
第
十
九
谷
　
第
一
號
　
　
一
入
五

（　IS5　）



　
　
　
　
英
醐
と
羅
焉
法
（
下
）

く
無
き
晴
代
と
な
っ
て
，
其
の
以
前
は
推
察
に
依
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

　
　
　
　
①

時
代
と
な
る
し
と
書
っ
て
み
る
が
、
之
は
正
に
羅
馬
法
が
莫
法
に

及
ぼ
し
た
影
響
，
師
ち
羅
馬
法
と
英
國
と
の
關
係
を
槻
る
場
合
に

も
同
一
で
あ
る
。
郎
ち
第
十
二
世
紀
獄
降
は
、
大
陸
の
羅
編
．
法
復

活
と
共
に
ヴ
ァ
カ
リ
ウ
ス
の
英
國
に
於
け
る
羅
馬
法
講
義
を
初
と

し
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
の
之
が
大
成
に
依
り
、
羅
馬
法
が
煽
る
程
度
迄

補
助
の
法
律
と
し
て
英
法
に
承
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
事
實
は
明
瞭

で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
第
六
世
紀
に
沃
る
時
代
は
、
其
れ
程
明
瞭
…

で
は
な
い
が
，
而
も
爾
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
甚
督
教
化
と
共
に

法
典
若
し
く
は
法
律
の
編
纂
が
要
求
さ
れ
る
に
至
り
、
羅
馬
法
思

想
が
簾
入
さ
れ
肉
事
事
怠
十
分
に
其
の
足
跡
を
辿
る
こ
と
が
轟
盛

る
。
而
し
て
之
よ
り
以
前
の
ロ
！
マ
ン
ブ
ゾ
テ
ン
時
代
は
推
察
の

時
代
で
は
あ
る
が
、
羅
馬
が
ブ
リ
テ
ン
を
征
服
し
且
つ
ブ
リ
テ
ン

が
大
い
に
羅
馬
化
し
た
事
、
及
び
駈
る
時
期
に
は
羅
馬
の
大
法
律

家
達
の
一
團
よ
り
成
る
有
名
な
裁
判
所
が
ブ
リ
テ
ン
に
設
置
さ
れ

て
あ
っ
た
事
触
よ
の
考
察
し
て
，
此
の
時
代
に
も
羅
編
法
が
輸
人

さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
然
ら
ば
次
に
英
圃
に
纏
受
さ
れ
た
羅
馬
法
の
牲
質
は
如
何
な
る
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も
の
で
あ
る
か
と
言
．
訟
に
、
之
は
空
と
し
て
英
法
の
鉄
険
を
補
ふ

可
く
思
想
的
に
獺
受
さ
れ
た
も
の
で
，
飽
く
ま
で
麗
史
的
に
論
明

さ
る
可
き
も
の
で
あ
る
。
羅
馬
法
は
未
だ
曾
っ
て
英
國
に
其
の
儘

現
行
法
と
し
て
施
行
さ
れ
た
事
は
な
い
が
、
思
想
と
し
て
大
な
る

影
響
を
與
へ
，
常
に
英
法
の
補
導
に
資
し
た
一
2
5
ち
絶
え
ず
潜
在

的
潮
流
と
し
て
英
國
法
律
思
想
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。

換
言
す
る
な
ら
ば
、
英
圃
に
て
は
羅
馬
法
を
6
Φ
舞
と
し
て
探
用
し

た
の
で
は
無
く
、
海
洋
に
模
倣
し
た
の
で
も
な
く
し
て
、
實
に
良

く
之
を
英
國
化
し
て
、
、
自
圃
の
法
律
の
進
山
・
4
2
開
か
ん
が
周
に
利

用
し
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ド
ッ
フ
が
・
「
羅
馬
法
が
英
國
に
及

ぼ
し
た
影
響
は
大
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
爾
渓
律
の
各
章
節
を
照

し
合
せ
て
も
之
を
測
定
す
る
こ
と
は
嵐
來
な
い
。
何
故
な
れ
ば
、

羅
馬
法
は
原
理
に
於
い
て
英
法
に
影
響
を
與
へ
た
の
で
あ
る
か

②ら
」
と
云
ふ
こ
と
を
記
適
し
て
み
る
が
、
之
は
實
に
尤
も
な
こ
と

で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
た
所
を
憂
に
約
言
す
る
な
ら
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

イ
エ
ー
リ
ン
グ
は
羅
馬
を
目
し
て
．
「
羅
馬
は
三
度
世
界
を
征
服

し
九
。
一
度
は
武
力
に
依
の
，
二
度
は
宗
敬
に
依
り
、
而
し
て
三

（　IS6　）



度
は
法
律
に
依
っ
た
」
と
言
っ
て
み
る
。
私
は
此
の
修
僻
を
惜
り

て
次
の
如
く
言
ひ
度
い
。
郎
ち
「
羅
馬
法
は
三
度
方
法
を
異
に
し

て
英
國
に
入
っ
た
。
ロ
ー
マ
ン
ブ
リ
テ
ン
時
代
は
武
力
に
依
り
、

ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
時
代
は
宗
教
に
依
り
、
而
し
て
ノ
ル
マ
ン
朝

以
後
は
大
陸
に
於
け
る
羅
馬
法
の
復
活
に
依
っ
た
」
と
。

　
而
し
て
其
の
性
質
を
ご
冨
に
し
て
言
ふ
な
ら
ば
，
羅
馬
法
は
絶

え
ず
英
法
に
封
し
て
後
見
入
の
義
務
を
果
し
て
み
た
も
の
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
完
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